
 

「 保 健 師 に 準 ず る 者 」 の 要 件 に つ い て  

 

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 職 員 配 置 に つ い て 、介 護 保 険 法 施 行 規 則

第 1 4 0 条 の 6 6 第 1 号 イ で 、「 保 健 師 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 、社 会 福

祉 士 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 そ の 他 こ れ に 準 ず

る 者 」 を 配 置 す る と 定 め ら れ て い る 。  

各 職 種 に お け る「 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 」は 、厚 生 労 働 省 発 出 の

「 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置 運 営 に つ い て 」（ 老 計 発 第 1 0 1 8 0 0 1

号 、老 振 発 第 1 0 1 8 0 0 1 号 、老 老 発 第 1 0 1 8 0 0 1 号 平 成 1 8 年 1 0 月 1 8

日 付 ）で 定 め ら れ て お り 、平 成 3 0 年 5 月 1 0 日 の 一 部 改 正 に お い て

次 の と お り 変 更 と な っ た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ の「 高 齢 者 に 関 す る 公 衆 衛 生 業 務 」に つ い て 、厚 生 労 働 省 は 具

体 的 に 例 示 し て お ら ず 、 各 地 方 自 治 体 が 独 自 に 定 義 を 定 め て い る 。 

本 市 に お い て は 、令 和 元 年 度 第 ２ 回 小 牧 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

運 営 協 議 会 に て「 健 康 づ く り や 介 護 予 防 に 関 す る 相 談 、助 言 、指 導

等 に 関 す る 業 務 」と し 、保 健 師 に 準 ず る 者 に つ い て は「 地 域 ケ ア や

地 域 保 健 、高 齢 者 の 健 康 づ く り や 介 護 予 防 に 関 す る 相 談 、助 言 、指

導 等 の 経 験 を １ 年 以 上 有 す る 者 」 と 定 め た 。  

し か し 、そ の 具 体 的 な 内 容 ま で は 例 示 し て お ら ず 、現 在 、市 と セ

資 料 ３  

【 改 正 前 】  

①  保 健 師 に 準 ず る 者 に つ い て  

地 域 ケ ア 、 地 域 保 健 等 に 関 す る 経 験 の あ る 看 護 師 。 な お 、 こ

の 経 験 あ る 看 護 師 に は 准 看 護 師 は 含 ま な い も の と す る 。  

【 改 正 後 】  

①  保 健 師 に 準 ず る 者 に つ い て  

地 域 ケ ア 、地 域 保 健 等 に 関 す る 経 験 の あ る 看 護 師 。な お 、こ

の 経 験 あ る 看 護 師 に は 准 看 護 師 は 含 ま な い も の と す る 。  

(中 略 )  

な お 、 保 健 師 に 準 ず る 者 に つ い て は 、 平 成 3 1 年 度 よ り 、 上

記 ① か つ 、高 齢 者 に 関 す る 公 衆 衛 生 業 務 経 験 を 1 年 以 上 有 す る

者 と す る 。  



 

ン タ ー で 協 議 を し て 該 当 性 を 個 別 に 判 断 し て い る 状 況 に あ る 。  

今 後 、市 が 独 自 に 解 釈 を 行 い 、地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 円 滑 な 運

営 に 支 障 を 来 た す こ と が な い よ う 、今 回 、保 健 師 に 準 ず る 者 の 要 件

に つ い て 具 体 的 な 内 容 を 定 め よ う と す る も の で あ る 。  

 

《 保 健 師 に 準 ず る 者 》  

 
【 改 正 前 】  

 地 域 ケ ア や 地 域 保 健 、高 齢 者 の 健 康 づ く り や 介 護 予 防 に 関 す る

相 談 、 助 言 、 指 導 等 の 経 験 を １ 年 以 上 有 す る 者  

【 改 正 後 】  

次 に 掲 げ る 事 業 所 等 に お い て 、地 域 ケ ア や 地 域 保 健 、高 齢 者 の

健 康 づ く り や 介 護 予 防 に 関 す る 相 談 、助 言 、指 導 等 の 業 務 に 従 事

し た 経 験 を １ 年 以 上 有 す る 看 護 師  

一  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  

二  老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 、在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 、居 宅 介 護

支 援 事 業 所  

三  保 健 所 、 保 健 セ ン タ ー  

四  医 療 機 関 の 入 退 院 支 援 部 門 、医 療 相 談 部 門 、健 診 セ ン タ ー 、

訪 問 診 療 実 施 医 療 機 関  

五  訪 問 看 護 事 業 所  

六  一 般 企 業 等 で ６ ５ 歳 以 上 の 方 を 含 む 保 健 指 導 等 、健 康 の 保

持 ・ 増 進 に 係 る 相 談 、 助 言 、 指 導 等 を 行 う 部 門  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 所 等 に お け る 従 事 経 験 を 有 し な い 看

護 師 で あ っ て も 、 現 に 地 域 ケ ア や 地 域 保 健 、 健 康 づ く り や 介

護 予 防 に 関 す る 相 談 、 助 言 、 指 導 等 の 経 験 を １ 年 以 上 有 す る

と 認 め ら れ る と き は 、 保 健 師 に 準 ず る 者 と し て 取 り 扱 う こ と

が で き る 。  

３  前 ２ 項 の 業 務 経 験 を 有 し な い 看 護 師 に つ い て は 、 地 域 包 括

支 援 セ ン タ ー に 配 置 さ れ た 日 か ら 1 年 を 経 過 し た 後 、 保 健 師

に 準 ず る 者 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る 。  


